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このパンフレットは、外国人材の受入れに関わる機関（受入れ企業、
就学先、登録支援機関、外国人技能実習機構・監理団体など）の
皆様に、外国人の方の金融サービス利用に関して知っておいていた
だきたいことについて解説しています。

海外送金については、上記の金融機関のほか、
金融庁の登録を受けた資金移動業者も取り扱っています。

目　次

金融機関は、国際社会の要請等を踏まえ、マネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されないよう、
関係法令の趣旨に従う必要があります。
その対応として、預貯金口座開設時、及び口座開設後も必要に応じて、顧客の情報（住所や氏名、

在留資格・在留期間、勤務実態、取引目的等）を確認しています。
なお、十分な確認が取れない場合、預貯金口座が開設できなかったり、開設後の預貯金口座が使用

できなくなったりすることがありますので、金融機関から確認を求められた場合は、ご協力いただく
必要があることを外国人の方にご説明ください。

金融庁からは、金融機関に対して、外国人の方が円滑に預貯金口座を開設できるよう要請しており
ます。外国人材の受入れに関わる皆様におかれては、上記の事項についてご理解とご協力をいただけ
ますと幸いです。お困りの点があればお気軽に金融機関にご相談ください。

入国後に預貯金口座の利用を開始するとき

日本で生活するために金融サービスを利用するとき

帰国するとき

外国人の方向けの情報提供

金融に関係する犯罪についての注意喚起

P.2

P.3

P.5

P.5

P.6

・銀行
・信用金庫
・信用組合
・ＪＡバンク
・ＪＦマリンバンク
・労働金庫

入国後に預貯金口座の利用を開始するとき

預貯金口座の開設 円滑な預貯金口座開設のための支援をお願いします。

在留カード、パスポート等の氏名・現住所・生年月日を確認できる書類を
ご提示ください。なお、在留資格、在留期間を確認する観点から、在留カード
の提示が必須となっている金融機関もあります。

印鑑の作成方法についてもご説明ください。なお、サインによる代替が可能
な金融機関もあります。

無い場合は、受入れに関わる皆様が、金融機関での手続きに同伴してください。

入国したばかりで日本に不慣れな外国人の方にとっては、預貯金口座の開設が、言語や口座開設上
必要不可欠な手続きの複雑さなどが障害となって、難しいことが考えられます。
外国人材の受入れに関わる皆様におかれては、外国人の方の置かれている状況に応じて、例えば以下

のような対応をお願いします。

預貯金口座の開設に当たっては、例えば以下のような書類等が必要になりますので、外国人の方に
ご説明をお願いします。

□預貯金口座開設手続きのサポート・窓口への同伴
□金融機関との会話のサポート（通訳等）
□勤務・就学の証明　等　　　

本人確認書類

口座開設時に必要な書類等の例

社員証や学生証

印　鑑

※必要書類は金融機関により異なる場合があります。

日本では、以下の金融機関が預貯金口座を提供しています。
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▶免許・許可・登録等を受けている業者一覧

・銀行等以外の者で、為替取引を業として営む者を指します。
・資金移動業を営むには、「資金決済に関する法律」に基づき、事前に金融庁の登録等を受けなけ
ればなりません。
・違法業者についての情報は、金融庁・財務局又は警察までご連絡ください。

外国人の方に「母国へ送金したい」といったニーズがある場合は、銀行や資金移動業者（※）による
送金サービスについて、ご案内をお願いします。
なお、年々複雑化・高度化するマネー・ローンダリング等の手口に対抗できるよう、金融機関では様々

な確認手続きを行うなどの対応を行っています。銀行・資金移動業者が送金の目的や原資について必要
な確認を行うことで、送金に時間が掛かったり、銀行や資金移動業者の判断で送金をお断りしたりする
こともある点についても、併せてご案内をお願いします。

海外送金に対応しているかどうか、送金できる国・地域は、銀行・資金移動業者により異なります。
詳しくは、各銀行・資金移動業者にお問い合わせください。
免許等のある銀行等の金融機関や登録等を受けた資金移動業者が行う送金サービス以外は「違法」です。

外国人の方が絶対に利用することのないよう、注意喚起をお願いします。

※資金移動業者とは

日本で生活するために金融サービスを利用するとき

給与の支払い 給与振込口座を設定してください。

給与の支払いにあたっては、支払いの確実性や適正性の観点から、預貯金口座振込が望ましいとされ
ているため、受入れ企業の皆様におかれては、預貯金口座振込の手続きを行っていただくようお願い
します。

なお、特定技能の在留資格で受け入れた外国人の方に対しては、法令により、給与の支払いを預貯金口座振込の方法で行
うことが求められております。預貯金口座振込以外の支払い方法をとった場合には、事後に出入国在留管理庁長官に対して、
その支払いの事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることが求められます。

公共料金等の支払い 公共料金等の自動引落し設定等のサポートをお願いします。

以下のようなものの支払いには、預貯金口座からの自動引落し（口座振替）が便利であることを伝えて
ください。

また、取扱いのある金融機関でデビットカードを申し込めば、お店・インターネットでの支払いに
使うことができることも、伝えてください。
なお、受入れに関わる皆様には、必要に応じて書類記入やインターネット申し込みなどの手続きの

サポートを行っていただくようお願いします。

□電気、ガス、水道などの各種公共料金
□電話、インターネットなどの通信料金

外国人の方が以下のようなケースに該当する場合は、金融機関での手続きが必要であることを伝えて
ください。

また、受入れに関わる皆様におかれましても、外国人の方と連絡が取れなくなった場合等、外国人の
方の置かれている状況に応じて、金融機関にご連絡いただく等の対応をお願いします。

住所や在留資格・
在留期間の変更

外国人の方の住所や在留資格・在留期間が変わったときなどは、
金融機関での手続きが必要であることを伝えてください。

母国への送金 母国へ送金するときは、
銀行や資金移動業者の送金サービスが利用できます。

□住所や在留資格、在留期間が変わったとき
□退職・退学したとき
□通帳やキャッシュカードをなくしたとき　等

下記の２次元コードから預金取扱等金融機関または資金移動業者を確認してください。

日本語版：
https://www.fsa.go.jp/
menkyo/menkyo.html

英語版：
https://www.fsa.go.jp/

en/regulated/licensed/index.html
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帰国するとき

外国人の方向けの情報提供

帰国する外国人の方が、犯罪行為であるとの認識が薄いまま、小遣い稼ぎ等を目的として預貯金口座
（預金通帳・キャッシュカード等）を売却する事例が多発しています。
売却された預貯金口座は、振り込め詐欺等の犯罪収益の受渡しに使用されることがあります。そう

いった行為に関わると、法令による処罰や、国外退去処分、入国禁止につながる場合があります。
そのため、外国人の方が、在留期間が終わるなどの理由により帰国することとなった場合は、金融

機関の窓口に行き、預貯金口座を解約する必要があります（再入国するなどの予定があり、引き続き
預貯金口座を利用することが見込まれる場合は、金融機関に相談する必要があります）。
受入れに関わる皆様におかれては、外国人の方の置かれている状況に応じて、例えば以下の対応を

お願いします。

預貯金口座の売買・譲渡
通帳やキャッシュカードを売却・譲渡・貸与したり、インターネットバンキングのログ

イン情報を教えたりして、預貯金口座を他人に利用させること。

偽造カードへの関与
キャッシュカード・デビットカード・クレジットカード等の偽造に関与することに加え、

偽造されたカードを所持・使用すること。

地下銀行やヤミ金融
必要な免許等や登録を受けずに海外送金サービスを行うことなど（地下銀行）。
必要な登録を受けずに貸金業を行うこと（ヤミ金融）。

マネー・ローンダリングへの関与
犯罪による収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益

の発見や検挙を逃れようとする行為（マネー・ローンダリング）が疑われるような取引に
関わること。

［お願い］
● ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の普及等に伴い、金融犯罪の動向・手
口は巧妙化・悪質化しています。

● 外国人の方が疑わしい取引に巻き込まれていると感じた場合や、預貯金口座の売買などに
関する情報をお持ちの場合は、金融庁・財務局または警察までご連絡ください。

● 金融庁や財務局の職員、銀行員などがキャッシュカードのカード番号や暗証番号を聞く
ことは絶対にありません。外国人の方がだまされないように注意喚起をお願いします。

金融庁では、長期在留予定の外国人の方向けに、預貯金口座や送金の利用について知っていただき
たい事項をまとめたパンフレット「日本でくらすための銀行口座や送金の使い方」を作成（15言語に
翻訳）していますので、ご活用ください。

パンフレットは日本語のほか、やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、
フィリピノ語、インドネシア語、タイ語、スペイン語、ミャンマー語、クメール語（カンボジア語）、
モンゴル語、ネパール語、トルコ語、ウクライナ語で用意しています。

預貯金口座の解約 帰国することになり、預貯金口座を利用しなくなるときは、
預貯金口座の解約を促してください。

□口座解約の働きかけ（金融犯罪に係る注意喚起を含む）
□金融機関と相談するよう助言

□金融機関への連絡
□口座解約手続きへの同席　等

金融に関係する犯罪についての注意喚起

以下の行為は「犯罪」です。
受け入れた外国人の方が絶対に関わらないよう、注意喚起してください。

金融庁
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金融庁の連絡先

英 語 ワ ン ス ト ッ プ 窓 口

金融サービス利用者相談室

（電話受付時間：平日 10：00AM～5：00PM）

0570-016811
（IP 電話からは 03-5251-6811）

equestion@fsa.go.jp

（2024年9月改訂）

     マネー・ローンダリング
（犯罪に関係するお金を持っている人を

わからなくすること）は 違法 です！

口座の利用や海外送金などで困ったことがあれば、
会社や学校の人に相談してください。

違法な業者かどうか判断できない場合はその業者は
つかわないで、会社や学校の人に相談してください。

口座を他人にあげるなど、違法なことをすると、日本で在留でき
なくなったり、日本に来れなくなったりすることがあります。

日本語

日本で
くらすための
銀行口座や送金の
つかい方

ちょっと、このお金をあなたの
口座から送金してほしいんです。
1万円あげますから。

金融庁
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ウクライナ語
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0570-016811

equestion@fsa.go.jp
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トルコ語

Japonya'da 
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0570-016811

equestion@fsa.go.jp
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モンゴル語

0570-016811

equestion@fsa.go.jp
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IP：03-5251-6811

0570-016811

(FSA)

equestion@fsa.go.jp

クメール語
金融庁
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03-5251-6811

0570-016811

mail :equestion@fsa.go.jp
ミャンマー語

金融庁
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ネパール語
金融庁
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Ang money laundering ay isang paglabag sa batas na kung saan naitatatago ang pagkakakilanlan ng perang konektado sa isang krimen.

Sentro para sa konsultasyon ng mga gumagamit ng mga serbisyong pinansyal

One-stop Help Desk （Ingles）

* Hindi kami nag-aalok ng mga serbisyong konsultasyon sa Tagalog, kaya mangyaring 

   makipag-ugnayan lamang sa amin sa pamamagitan ng isang tao na nakakaunawa sa salitang Hapon.

Contact Information ng Financial Services Agency
（Oras ng Operasyon：10a.m‒5p.m., Lunes hanggang Biyernes）

Kung may problema tungkol sa paggamit ng account o sa 
pagpapadala ng pera sa ibang bansa, mangyari lamang na 
kumonsulta sa tao mula sa iyong kompanya o paaralan.Kapag hindi nakakasiguro kung legal ang isang organisasyon, 
huwag gamitin ang mga serbisyo nito at mangyari lamang na 
kumonsulta sa tao mula sa iyong kompanya o paaralan.Kung gumawa ka ng isang bagay na labag sa batas, tulad ng 
pagbibigay ng iyong account sa iba, maaring hindi ka na 
pwedeng manatili sa Japan o makabalik muli sa Japan.

（Para sa mga IP phone 03-5251-6811）

フィリピノ語

0570-016811
equestion@fsa.go.jp

（Binago: Setyembre 2024)

Pakipadala ang perang ito gamit ang bank account mo. Bibigyan kita ng sampung libong yen. Paano 
Magbukas ng Bank Accountat Magpadala 
ng Pera 
sa Japan

金融庁
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Kantor konsultasi pengguna layanan keuangan

Kantor satu atap Bahasa Inggris  mail: 

* Kami tidak menyediakan layanan konsultasi dalam bahasa Inggris ,  

   silakan menghubungi kami melalui orang yang mengerti bahasa Jepang.

Hubungi Badan Layanan Keuangan Jepang (Financial Services Agency)
（Jam penerimaan : hari kerja, pk. 10.00-17.00）

Jika Anda memiliki masalah dalam menggunakan rekening atau 
pengiriman uang ke luar negeri, silakan berkonsultasi dengan 
pihak perusahaan atau sekolah.Jika Anda tidak dapat meyakini apakah suatu perusahaan 
penyedian layanan itu ilegal atau tidak,  jangan menggunakan 
perusahaan tersebut dan berkonsultasilah dengan pihak 
perusahaan atau sekolah.
Jika Anda melakukan sesuatu tindakan ilegal, seperti memberikan 
rekening  kepada orang lain, Anda tidak akan bisa tinggal 
di Jepang atau datang ke Jepang.

（dari telepon IP：03-5251-6811）

Pencucian uang （menyebunyikan identitas pemilik uang yang terkait kejahatan） adalah ilegal.

インドネシア語

0570-016811

equestion@fsa.go.jp

(Revisi pada September 2024)

Tolong kirim uang ini dari rekening kamu. Saya akan beri imbalan sepuluh ribu yen.
Cara 

MembukaRekening Bankdan Mengirim
Uang di 
Jepang

金融庁
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mail :equestion@ fsa.go. jp

Money Laundering 

(

0570-016811（  03-5251-6811）

(
)

タイ語
金融庁
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ベトナム語
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ポルトガル語

Como usar 
as contas bancárias e fazer transferências 
no Japão

Lavagem de dinheiro (ocultar a pessoa que possui dinheiro de origem criminosa) é ilegal.

Você pode fazer remessa desse dinheiro a partir da sua conta? Eu te dou 10 mil ienes.

Se está com problemas relacionados ao uso da conta bancária 
ou remessa ao exterior, consulte as pessoas da sua empresa 
ou da escola.
Se não conseguir julgar se um operador é ilegal ou não, não 
utilize de seus serviços.
Se você fizer algo ilegal, como dar sua conta a outras pessoas, 
não poderá permanecer no Japão nem vir ao país.

Atendimento aos usuários de serviços financeiros0570-016811（No caso de telefone 03-5251-6811）
Serviços em Inglês One Stop  mail：equestion@fsa.go.jp

* Nós não oferecemos serviços de consultoria em português, então, por favor,

 entre em contato conosco através de uma pessoa que entende japonês.

Contato da Agência de Serviços Financeiros 
(Horário de atendimento: das 10:00 às 17:00 nos dias úteis)

(Revisado em setembro de 2024)

金融庁
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スペイン語

Cómo abrir una cuentabancaria para vivir en Japón y realizar transferencias al exterior

Cualquier problema en el uso de la cuenta bancaria o remesa / 
transferencia hacia el exterior, consulte con alguien de la 
empresa donde trabaja o institución educativa donde estudia.Si no sabe determinar si el operador es legal o no, no utilice el 
servicio de ese operador y consulte con alguien de la empresa 
donde trabaja o institución educativa donde estudia.Si hace algo ilegal, como dar su cuenta a otros, no podrá 

quedarse ni ingresar a Japón.

Mire señor, quiero que envíe este dinero desde su cuenta bancaria, le voy a regalar 10.000 yenes.

　　El lavado de dinero (actividadpara encubrir a las personasque tengan fondos relacionadoscon un delito) es ilegal.

(Revisado en septiembre de 2024)

Oficina de consultas para usuarios de servicios financieros0570-016811（Desde el teléfono IP : 03-5251-6811）Ventanilla de One Stop en inglés  Correo electrónico:equestion@fsa.go.jp

* No ofrecemos servicios de consulta en español,así que contáctenos 

　a través de una persona que entienda japonés.

 Contacto de la Agencia de Servicios Financieros
(Horario de atención: Días de la semana 10:00AM – 5:00PM)

金融庁
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일본 생활을
위한 은행 계좌의
개설 및 해외
송금 방법

（IP 전화 이용 시는　　　　　　　　　）

（2024년 9월 개정）

계좌 이용이나 해외 송금 등으로 도움이 필요할 때는 회사나 학교 
직원과 상담하십시오.
불법 업체인지 판단할 수 없는 경우에는 그 업체를 이용하지 말고 
회사나 학교 직원과 상담하십시오.
계좌를 다른 사람에게 주는 등의 불법행위 시 일본 체류가 불가능
하게 되며 일본에 입국할 수 없게 되기도 합니다.

수고비로 1만 엔을 드릴 테니 이 돈을 당신 계좌에서 송금해주셨으면 합니다.

돈세탁 ( 범죄에 관련된 자금의주인을 알 수 없게 하는 것)
은 불법입니다.

*한국어 상담은 불가하오니 상담 시에는 일본어가 가능한 분을 통해 연락해 주시기 바랍니다.

韓国語

금융청 연락처
(이용시간: 평일 오전 10:00∼오후 5:00)

영어 원스톱 창구

금융 서비스 이용자 상담실 0570-01681103-5251-6811
equestion@fsa.go.jp 金融庁
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中国語

(

)
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( AM10 00 PM5 00 )0570-016811IP 03-5251-681 1 
mail : equestion@fsa.go.jp 金融庁
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 Money laundering (hiding the owner of  money related to a crime)   is illegal.

Please send this money throughyour bank account.I will reward you 10,000 yen.

If you are confused about the use of a deposit and savings
account or sending money overseas, consult with someone at
your company or school.
If you are unsure about if a provider is legitimate, do not use the
provider and consult with someone at your company or school.If you do something illegal, such as giving your bank account to

others, you may not be able to stay in Japan or enter Japan.

Counseling Office for Financial Services Users0570-016811 ( IP Phone:03-5251-6811 )
One-stop e-mail for English inquiries : equestion@fsa.go.jp

* We do not offer counseling services in English, 
   so please contact us via a person who understands Japanese.

Financial Services Agency Contact Information
( Hours of Operation: Weekdays, 10:00 a.m. to 5:00 p.m. )

(Revised in September 2024)

英 語

Living in
Japan:

How to Opena Bank Accountand Send
Money

金融庁
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金融庁の連絡先（電話受付時間：平日 10:00AMから5:00PMまで）

英語ワンストップ窓口

金融サービス利用者相談室 0570-016811（IP 電話からかけるとき 03-5251-6811）
equestion@fsa.go.jp

（2024年9月改訂）

     マネー・ローンダリング（Money laundering：犯罪に関係があるお金を持っている人がだれかわからなくすること）は 違法 です！

口座をつかうことや海外へお金を送ることなどで困ったときは、
会社の人や学校の人に相談してください。違法な業者かどうか心配なときは、その業者はつかわないでください。会社の人や学校の人に相談してください。違法なこと（たとえば、ほかの人にあなたの口座をあげること）は、
しないでください。日本に住むことができなくなったり、日本に来ることができなくなったりすることがあります。

やさしい日本語

日本で
くらすための

銀行口座や送金の
つかい方

ぎ ん こ う こ う ざ
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は ん ざ い か ん け い
か ね も

い ほ う

ひ と

こ う ざ

こ う ざ

い ほ う

に ほ ん す

ひと

か ね
かいがい

こま
かいしゃ

がっこう ひ と そ う だ ん

い ほ う ぎょうしゃ

ぎょうしゃ

しんぱい

ひ と
お く

かいしゃ
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き ん ゆ う ち ょ う れ ん ら く さ き

きんゆう
り よ う し ゃ そ う だ ん し つ

え い ご
まどぐち

で ん わ う け つ け じ か ん へいじつ

でんわ

（英語で相談できます）

えいご そうだん

ねん    がつかいてい

に ほ ん ご

あなたに10,000円あげますから、このお金をあなたの口座から送ってください。

かね
こ う ざ

お く

え ん
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帰国するとき

外国人の方向けの情報提供

帰国する外国人の方が、犯罪行為であるとの認識が薄いまま、小遣い稼ぎ等を目的として預貯金口座
（預金通帳・キャッシュカード等）を売却する事例が多発しています。
売却された預貯金口座は、振り込め詐欺等の犯罪収益の受渡しに使用されることがあります。そう

いった行為に関わると、法令による処罰や、国外退去処分、入国禁止につながる場合があります。
そのため、外国人の方が、在留期間が終わるなどの理由により帰国することとなった場合は、金融

機関の窓口に行き、預貯金口座を解約する必要があります（再入国するなどの予定があり、引き続き
預貯金口座を利用することが見込まれる場合は、金融機関に相談する必要があります）。
受入れに関わる皆様におかれては、外国人の方の置かれている状況に応じて、例えば以下の対応を

お願いします。

預貯金口座の売買・譲渡
通帳やキャッシュカードを売却・譲渡・貸与したり、インターネットバンキングのログ

イン情報を教えたりして、預貯金口座を他人に利用させること。

偽造カードへの関与
キャッシュカード・デビットカード・クレジットカード等の偽造に関与することに加え、

偽造されたカードを所持・使用すること。

地下銀行やヤミ金融
必要な免許等や登録を受けずに海外送金サービスを行うことなど（地下銀行）。
必要な登録を受けずに貸金業を行うこと（ヤミ金融）。

マネー・ローンダリングへの関与
犯罪による収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益

の発見や検挙を逃れようとする行為（マネー・ローンダリング）が疑われるような取引に
関わること。

［お願い］
● ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の普及等に伴い、金融犯罪の動向・手
口は巧妙化・悪質化しています。

● 外国人の方が疑わしい取引に巻き込まれていると感じた場合や、預貯金口座の売買などに
関する情報をお持ちの場合は、金融庁・財務局または警察までご連絡ください。

● 金融庁や財務局の職員、銀行員などがキャッシュカードのカード番号や暗証番号を聞く
ことは絶対にありません。外国人の方がだまされないように注意喚起をお願いします。

金融庁では、長期在留予定の外国人の方向けに、預貯金口座や送金の利用について知っていただき
たい事項をまとめたパンフレット「日本でくらすための銀行口座や送金の使い方」を作成（15言語に
翻訳）していますので、ご活用ください。

パンフレットは日本語のほか、やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、
フィリピノ語、インドネシア語、タイ語、スペイン語、ミャンマー語、クメール語（カンボジア語）、
モンゴル語、ネパール語、トルコ語、ウクライナ語で用意しています。

預貯金口座の解約 帰国することになり、預貯金口座を利用しなくなるときは、
預貯金口座の解約を促してください。

□口座解約の働きかけ（金融犯罪に係る注意喚起を含む）
□金融機関と相談するよう助言

□金融機関への連絡
□口座解約手続きへの同席　等

金融に関係する犯罪についての注意喚起

以下の行為は「犯罪」です。
受け入れた外国人の方が絶対に関わらないよう、注意喚起してください。

金融庁
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金融庁の連絡先

英 語 ワ ン ス ト ッ プ 窓 口

金融サービス利用者相談室

（電話受付時間：平日 10：00AM～5：00PM）

0570-016811
（IP 電話からは 03-5251-6811）

equestion@fsa.go.jp

（2024年9月改訂）

     マネー・ローンダリング
（犯罪に関係するお金を持っている人を

わからなくすること）は 違法 です！

口座の利用や海外送金などで困ったことがあれば、
会社や学校の人に相談してください。

違法な業者かどうか判断できない場合はその業者は
つかわないで、会社や学校の人に相談してください。

口座を他人にあげるなど、違法なことをすると、日本で在留でき
なくなったり、日本に来れなくなったりすることがあります。

日本語

日本で
くらすための
銀行口座や送金の
つかい方

ちょっと、このお金をあなたの
口座から送金してほしいんです。
1万円あげますから。

金融庁
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ウクライナ語
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0570-016811

equestion@fsa.go.jp

03-5251-6811
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トルコ語

Japonya'da 

 

i
 - 

0570-016811

equestion@fsa.go.jp

03-5251-6811
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モンゴル語

0570-016811

equestion@fsa.go.jp

 
 

     
  

 

03-5251-6811
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IP：03-5251-6811

0570-016811

(FSA)

equestion@fsa.go.jp

クメール語
金融庁
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03-5251-6811

0570-016811

mail :equestion@fsa.go.jp
ミャンマー語

金融庁
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Ang money laundering ay isang paglabag sa batas na kung saan naitatatago ang pagkakakilanlan ng perang konektado sa isang krimen.

Sentro para sa konsultasyon ng mga gumagamit ng mga serbisyong pinansyal

One-stop Help Desk （Ingles）

* Hindi kami nag-aalok ng mga serbisyong konsultasyon sa Tagalog, kaya mangyaring 

   makipag-ugnayan lamang sa amin sa pamamagitan ng isang tao na nakakaunawa sa salitang Hapon.

Contact Information ng Financial Services Agency
（Oras ng Operasyon：10a.m‒5p.m., Lunes hanggang Biyernes）

Kung may problema tungkol sa paggamit ng account o sa 
pagpapadala ng pera sa ibang bansa, mangyari lamang na 
kumonsulta sa tao mula sa iyong kompanya o paaralan.Kapag hindi nakakasiguro kung legal ang isang organisasyon, 
huwag gamitin ang mga serbisyo nito at mangyari lamang na 
kumonsulta sa tao mula sa iyong kompanya o paaralan.Kung gumawa ka ng isang bagay na labag sa batas, tulad ng 
pagbibigay ng iyong account sa iba, maaring hindi ka na 
pwedeng manatili sa Japan o makabalik muli sa Japan.

（Para sa mga IP phone 03-5251-6811）

フィリピノ語

0570-016811
equestion@fsa.go.jp

（Binago: Setyembre 2024)

Pakipadala ang perang ito gamit ang bank account mo. Bibigyan kita ng sampung libong yen. Paano 
Magbukas ng Bank Accountat Magpadala 
ng Pera 
sa Japan

金融庁
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Kantor konsultasi pengguna layanan keuangan

Kantor satu atap Bahasa Inggris  mail: 

* Kami tidak menyediakan layanan konsultasi dalam bahasa Inggris ,  

   silakan menghubungi kami melalui orang yang mengerti bahasa Jepang.

Hubungi Badan Layanan Keuangan Jepang (Financial Services Agency)
（Jam penerimaan : hari kerja, pk. 10.00-17.00）

Jika Anda memiliki masalah dalam menggunakan rekening atau 
pengiriman uang ke luar negeri, silakan berkonsultasi dengan 
pihak perusahaan atau sekolah.Jika Anda tidak dapat meyakini apakah suatu perusahaan 
penyedian layanan itu ilegal atau tidak,  jangan menggunakan 
perusahaan tersebut dan berkonsultasilah dengan pihak 
perusahaan atau sekolah.
Jika Anda melakukan sesuatu tindakan ilegal, seperti memberikan 
rekening  kepada orang lain, Anda tidak akan bisa tinggal 
di Jepang atau datang ke Jepang.

（dari telepon IP：03-5251-6811）

Pencucian uang （menyebunyikan identitas pemilik uang yang terkait kejahatan） adalah ilegal.

インドネシア語

0570-016811

equestion@fsa.go.jp

(Revisi pada September 2024)

Tolong kirim uang ini dari rekening kamu. Saya akan beri imbalan sepuluh ribu yen.
Cara 

MembukaRekening Bankdan Mengirim
Uang di 
Jepang

金融庁
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mail :equestion@ fsa.go. jp

Money Laundering 

(

0570-016811（  03-5251-6811）

(
)

タイ語
金融庁
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ベトナム語
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ポルトガル語

Como usar 
as contas bancárias e fazer transferências 
no Japão

Lavagem de dinheiro (ocultar a pessoa que possui dinheiro de origem criminosa) é ilegal.

Você pode fazer remessa desse dinheiro a partir da sua conta? Eu te dou 10 mil ienes.

Se está com problemas relacionados ao uso da conta bancária 
ou remessa ao exterior, consulte as pessoas da sua empresa 
ou da escola.
Se não conseguir julgar se um operador é ilegal ou não, não 
utilize de seus serviços.
Se você fizer algo ilegal, como dar sua conta a outras pessoas, 
não poderá permanecer no Japão nem vir ao país.

Atendimento aos usuários de serviços financeiros0570-016811（No caso de telefone 03-5251-6811）
Serviços em Inglês One Stop  mail：equestion@fsa.go.jp

* Nós não oferecemos serviços de consultoria em português, então, por favor,

 entre em contato conosco através de uma pessoa que entende japonês.

Contato da Agência de Serviços Financeiros 
(Horário de atendimento: das 10:00 às 17:00 nos dias úteis)

(Revisado em setembro de 2024)

金融庁
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スペイン語

Cómo abrir una cuentabancaria para vivir en Japón y realizar transferencias al exterior

Cualquier problema en el uso de la cuenta bancaria o remesa / 
transferencia hacia el exterior, consulte con alguien de la 
empresa donde trabaja o institución educativa donde estudia.Si no sabe determinar si el operador es legal o no, no utilice el 
servicio de ese operador y consulte con alguien de la empresa 
donde trabaja o institución educativa donde estudia.Si hace algo ilegal, como dar su cuenta a otros, no podrá 

quedarse ni ingresar a Japón.

Mire señor, quiero que envíe este dinero desde su cuenta bancaria, le voy a regalar 10.000 yenes.

　　El lavado de dinero (actividadpara encubrir a las personasque tengan fondos relacionadoscon un delito) es ilegal.

(Revisado en septiembre de 2024)

Oficina de consultas para usuarios de servicios financieros0570-016811（Desde el teléfono IP : 03-5251-6811）Ventanilla de One Stop en inglés  Correo electrónico:equestion@fsa.go.jp

* No ofrecemos servicios de consulta en español,así que contáctenos 

　a través de una persona que entienda japonés.

 Contacto de la Agencia de Servicios Financieros
(Horario de atención: Días de la semana 10:00AM – 5:00PM)

金融庁
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일본 생활을
위한 은행 계좌의
개설 및 해외
송금 방법

（IP 전화 이용 시는　　　　　　　　　）

（2024년 9월 개정）

계좌 이용이나 해외 송금 등으로 도움이 필요할 때는 회사나 학교 
직원과 상담하십시오.
불법 업체인지 판단할 수 없는 경우에는 그 업체를 이용하지 말고 
회사나 학교 직원과 상담하십시오.
계좌를 다른 사람에게 주는 등의 불법행위 시 일본 체류가 불가능
하게 되며 일본에 입국할 수 없게 되기도 합니다.

수고비로 1만 엔을 드릴 테니 이 돈을 당신 계좌에서 송금해주셨으면 합니다.

돈세탁 ( 범죄에 관련된 자금의주인을 알 수 없게 하는 것)
은 불법입니다.

*한국어 상담은 불가하오니 상담 시에는 일본어가 가능한 분을 통해 연락해 주시기 바랍니다.

韓国語

금융청 연락처
(이용시간: 평일 오전 10:00∼오후 5:00)

영어 원스톱 창구

금융 서비스 이용자 상담실 0570-01681103-5251-6811
equestion@fsa.go.jp 金融庁
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中国語

(
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( AM10 00 PM5 00 )0570-016811IP 03-5251-681 1 
mail : equestion@fsa.go.jp 金融庁
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 Money laundering (hiding the owner of  money related to a crime)   is illegal.

Please send this money throughyour bank account.I will reward you 10,000 yen.

If you are confused about the use of a deposit and savings
account or sending money overseas, consult with someone at
your company or school.
If you are unsure about if a provider is legitimate, do not use the
provider and consult with someone at your company or school.If you do something illegal, such as giving your bank account to

others, you may not be able to stay in Japan or enter Japan.

Counseling Office for Financial Services Users0570-016811 ( IP Phone:03-5251-6811 )
One-stop e-mail for English inquiries : equestion@fsa.go.jp

* We do not offer counseling services in English, 
   so please contact us via a person who understands Japanese.

Financial Services Agency Contact Information
( Hours of Operation: Weekdays, 10:00 a.m. to 5:00 p.m. )

(Revised in September 2024)

英 語

Living in
Japan:

How to Opena Bank Accountand Send
Money

金融庁
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金融庁の連絡先（電話受付時間：平日 10:00AMから5:00PMまで）

英語ワンストップ窓口

金融サービス利用者相談室 0570-016811（IP 電話からかけるとき 03-5251-6811）
equestion@fsa.go.jp

（2024年9月改訂）

     マネー・ローンダリング（Money laundering：犯罪に関係があるお金を持っている人がだれかわからなくすること）は 違法 です！

口座をつかうことや海外へお金を送ることなどで困ったときは、
会社の人や学校の人に相談してください。違法な業者かどうか心配なときは、その業者はつかわないでください。会社の人や学校の人に相談してください。違法なこと（たとえば、ほかの人にあなたの口座をあげること）は、
しないでください。日本に住むことができなくなったり、日本に来ることができなくなったりすることがあります。

やさしい日本語

日本で
くらすための

銀行口座や送金の
つかい方

ぎ ん こ う こ う ざ

に ほ ん

そ う き ん

か た

きんゆうちょう

は ん ざ い か ん け い
か ね も

い ほ う

ひ と

こ う ざ

こ う ざ

い ほ う

に ほ ん す

ひと

か ね
かいがい

こま
かいしゃ

がっこう ひ と そ う だ ん

い ほ う ぎょうしゃ

ぎょうしゃ

しんぱい

ひ と
お く

かいしゃ
がっこう ひ と そ う だ ん

ひ と

に ほ ん く

き ん ゆ う ち ょ う れ ん ら く さ き

きんゆう
り よ う し ゃ そ う だ ん し つ

え い ご
まどぐち

で ん わ う け つ け じ か ん へいじつ

でんわ

（英語で相談できます）

えいご そうだん

ねん    がつかいてい

に ほ ん ご

あなたに10,000円あげますから、このお金をあなたの口座から送ってください。

かね
こ う ざ

お く

え ん

5 6
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北海道財務局
（011-709-2311）

函館財務事務所(0138-47-8445)　　　　　　旭川財務事務所(0166-31-4151)　
釧路財務事務所(0154-32-0701)　　　　　　帯広財務事務所(0155-25-6381)
小樽出張所(0134-23-4103)      　　　　　　北見出張所(0157-24-4167)

東北財務局
（022-263-1111）

青森財務事務所(017-722-1461)　　　　　　盛岡財務事務所(019-625-3351)　
秋田財務事務所(018-862-4191)　　　　　　山形財務事務所(023-641-5177)
福島財務事務所(024-535-0301)

関東財務局
（048-600-1111）

水戸財務事務所(029-221-3188)　　　　　　宇都宮財務事務所(028-633-6221)　
前橋財務事務所(027-221-4491)　　　　　　千葉財務事務所(043-251-7211)
東京財務事務所(03-5842-7011)　　　　　　横浜財務事務所(045-681-0931)
新潟財務事務所(025-281-7501)　　　　　　甲府財務事務所(055-253-2261)
長野財務事務所(026-234-5123)

北陸財務局
（076-292-7860）

富山財務事務所(076-432-5521)　　　　　　福井財務事務所(0776-25-8230)　

東海財務局
（052-951-1772）

岐阜財務事務所(058-247-4111)　　　　　　静岡財務事務所(054-251-4321)　
津財務事務所(059-225-7221)　　　　　　

近畿財務局
（06-6949-6390）

大津財務事務所(077-522-3765)　　　　　　京都財務事務所(075-752-1417)　
神戸財務事務所(078-391-6941)　　　　　　奈良財務事務所(0742-27-3161)
和歌山財務事務所(073-422-6141)

中国財務局
（082-221-9221）

鳥取財務事務所(0857-26-2295)　　　　　　松江財務事務所(0852-21-5231)　
岡山財務事務所(086-223-1131)　　　　　　山口財務事務所(083-922-2190)

四国財務局
（087-811-7780）

徳島財務事務所(088-622-5181)　　　　　　松山財務事務所(089-941-7185)　
高知財務事務所(088-822-9177) 

九州財務局
（096-353-6351）

大分財務事務所(097-532-7107)　　　　　　宮崎財務事務所(0985-22-7101)　
鹿児島財務事務所(099-226-6155)

福岡財務支局
（092-411-7281）

沖縄総合事務局
（098-866-0091）

佐賀財務事務所(0952-32-7161)　　　　　　長崎財務事務所(095-827-7095)　

外国人材の受入れに
関わる皆様に
知っていただきたい
事項のご案内

外国人の方の

預貯金口座・

送金利用について

金融庁

金融庁・財務局の窓口

金融庁の相談窓口　（電話受付時間：平日 午前10時～午後５時）金融庁

各財務局・財務事務所 （電話受付時間：平日 午前9時～午後4時）財務局

e-mail：equestion@fsa.go.jp

0570-016811
（IP 電話からは 03-5251-6811）

▶金融サービス利用者相談室　

▶英語ワンストップ窓口

「外国人の受入れ・共生に関する金融関連
施策について」はこちら 金融庁HP


